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大 会 
３年ぶりに開催 

  

筑後川花火大

会が３年ぶりに

開催され、夜空に

大輪の花火が打

ちあがりました。 

この花火大会

は、１６５０年、

久留米藩２代藩

主有馬忠頼が水

天宮に社殿社地

を寄進し、その落

成にあたって発 

揚したのが始まり。その後水天宮奉納花火大会

として続き、昭和４０年に筑後川花火大会と名

前が変わり開催されてきたものです 

今年は、コロナ禍で、３０分間に短縮されまし

たが、６０００発の花火は、圧巻でした。。 
 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 
 

地域別最低賃金（２０２２年） 

が公表されました 
中央最低賃金審議会（厚生労働相の諮問機関）

の小委員会は、１０月に改訂される令和４年度

の地域別最低賃金の目安を全国平均で、時給９

６１円とすると決め、公表しました。 

「地域別最低賃金額」とは、各都道府県内の事

業場で働くすべての労働者とその使用者に対し

て適用される最低賃金です。 

今年の議論では、物価高の影響をどう評価す

るかが、最大の焦点でした。「前年度比の上げ幅 

は、３１円と過去

最大で、伸び率は

３．３％になっ

た。」と評価する

ような報道もあ

りますが、この間

政府は、早期に最

低賃金額を１０

００円にする目

標を掲げてきま

した。 

日本の最低賃金 

は、他の先進国（ドイツ約１，６００円、フ

ランス約１，４５０円など）と比べると見劣り

がします。 

引き上げの目安は各地域の経済状況に応じ、

都道府県ごとにＡ～Ｄの４つに分類されていま

すが、九州の各県は、Ｃ、Ｄに分類され３０円

アップに区分されています。 

最低賃金の引き上げは、パートやアルバイト

などの非正規の従業員への影響が大きく、こう

した非正規の従業員に支えられている中小企業

にとっては、賃金の引上げ原資の確保など厳し

い対策が求められているといえます。 

県 名 新最低賃金 現行最低賃金、 

福 岡 ９００円 ８７０円 

佐 賀  ８５１円 ８２１円 

長 崎 ８５１円 ８２１円 

熊 本 ８５１円 ８２１円 

大 分 ８５２円 ８２２円 

宮 崎 ８５１円 ８２１円 

鹿児島 ８５１円 ８２１円 

沖 縄 ８５０円 ８２０円 

全国加重平均 ９６１円 ９３０円 

今回示された最低賃金の目安額は、今後、各地

域の経済状況に応じて、都道府県毎に目安額を

もとに決定されます。
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庭の片隅のデラウエアが

色づきました。 

mailto:akiko@b-souken.com
https://roumu.b-souken.com/
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キャリアアップ助成金

正社員化コース 
 

キャリアアップ助成金の正社員コースが令和

４年４月１日より変更されました。 

正社員化コースの変更は、有期雇用労働者か

ら、無期雇用労働者への転換コースが廃止され、

助成金は、以下の内容です。 

①有期雇用労働者から、正規雇用労働者への転

換:１人当たりの助成額は、５７万円 

②無期雇用労働者から、正規雇用労働者への転

換：１人当たりの助成額は、２８万５千円 

両コースとも令和４年１０月１日以降の正社員

転換から適用されます。 

＊正社員定義の変更 

「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されて

いる者に限ることとなります。 

その他、非正規雇用労働者定義が変更され、「賃金の額

または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則

等」の適用を６カ月以上受けて雇用している有期または

無期雇用労働者となります。 
 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

毎日暑い日が続いて

います。 

遠くに見えていた入

道雲が、今まで晴れて

いた空を覆い、突然、

大粒の雨が降り出しま

した。 

それでも、暑さは全

く変わらず３０度超え 

の気温に汗が止まりません。 

まだまだ暑い日が続いています。お互いに、健

康に留意して、この夏を乗り切りましょう。 
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Ｑ：前月号の社会保険の適用

拡大の具体的な進め方は、

どうすればいいですか 

Ａ：社会保険（健康保険・厚生年金）の適用拡大

は、現行では５０１人以上の事業所で適用さ

れていますが、令和４年１０月より、従業員

数が１０１人以上の企業（事業所）で、①週

の労働時間が２０時間以上３０時間未満②

月額賃金が、８．８万円以上③２カ月を超え

る雇用の見込みがある④学生ではない。の４

要件を満たす従業員に適用されます。 

Ｑ：職員が１３０人ですが、そのうち対象となる

職員が１０人程度ですが、具体的な準備は、

どうすればいいですか？ 

Ａ：対象となる企業（事業所）には、事前に、手

続き内容等を説明する書類が届きますので、

その資料にそって加入対象者の把握を行い、

対象となる従業員に対して社会保険の適用

拡大により被保険者が受けるメリットや、資

格要件等の説明が必要です。 

Ｑ：社会保険に加入した場合のメリットとは、ど

んなことでしょうか？ 

Ａ：社会保険（健康保険・厚生年金）に加入する

ことで、特に、厚生年金保険によって老齢・

障害・遺族年金の保障が、これまで、基礎年

金だけだったものが、厚生年金が上乗せされ

て２階建てとなり年金額が増加します。 

Ｑ：社会保険の保険料はどうなりますか？ 

Ａ：保険料負担は、会社と折半となります。 

Ｑ：対象拡大によって、事業所にメリットはあり

ますか？ 

Ａ：事業所にとっては、新たな保険料の負担が増

えますが、メリットとしては、これまで健康

保険・厚生年金の対象ではなかった短時間労

働者への社会保障への加入による雇用環境

の改善によって求人条件が良くなります。 
 

 ※詳細は、お尋ね下さい。 

 

 

健康保険・厚生年金の適用拡大

の具体的な進め方 
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助成金情報 
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